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由利本荘市地酒による乾杯を推進する条例の制定について

上記の議案を地方自治法第１１２条及び由利本荘市議会会議規則第１４条第１項の規定

により、別紙のとおり提出します。
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提案理由

地酒による乾杯を推進することをはじめ、地酒の普及促進に関する基本的な考え方を

明らかにし、酒類製造業及び関連産業の振興を図るため、条例を制定しようとするもの

である。



（別紙）

由利本荘市地酒による乾杯を推進する条例（案）

本市は、鳥海山をはじめとする恵まれた自然環境によって、米づくりとともに酒造り産

業が発達してきており、酒は人々の暮らしや食文化に深く根差している。

酒類に関連した産業振興や事業活動は、地域経済の発展に大きな役割を担うものとして、

その育成と強化を図っていく必要がある。

ここに、地酒の普及促進に関する基本的な考え方を明らかにし、酒類製造業及び関連産

業の振興を図るため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、由利本荘市内で製造された、又は市内産の原材料で製造された日本

酒、ワイン、地ビール、焼酎等の酒類（以下「地酒」という。）による乾杯の推進につ

いて、市民の自主的な取組を後押しすることにより、地酒を愛飲する気運を醸成すると

ともに、地域の食文化に対する理解を図り、もって地酒の消費拡大をはじめとする地産

地消の促進、市内の観光産業並びに地酒の生産及び販売を業とする事業者（以下「事業

者等」という。）の振興に資することを目的とする。

（市の役割）

第２条 市は、地酒による乾杯を推進することにより、由利本荘市の地酒の普及を促進す

るとともに、事業者等による主体的な取組及び市民の自主的な取組の支援に努めるもの

とする。

（議会の役割）

第３条 議会は、主催又は参画する会食等の乾杯において、地酒を積極的に使用すること

により、参加者等に対し、地酒による乾杯への理解の促進に努めるものとする。

（事業者等の役割）

第４条 事業者等は、市及び他の事業者と相互に協力し、地酒による乾杯を積極的に推進

するよう努めるものとする。

（市民の協力）

第５条 市民は、市及び事業者等が行う地酒による乾杯の推進に関する取組に協力するよ

う努めるものとする。

（取組に当たっての配慮）

第６条 市、議会、事業者等及び市民は、この条例に規定する取組を行うに当たっては、

個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
し

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


